
報告第６号 

令和４年度岩倉市公共下水道事業会計予算の繰越報告について 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に

基づき、令和４年度岩倉市公共下水道事業会計予算繰越計算書について別

紙のとおり報告する。 

令和５年６月１日提出 

×××××××××××××××××岩倉市長 久 保 田 桂 朗×× 



　地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

不　用　額 説　　　　明

円 円 円 円 円 円

131,361,000 74,721,014 212,000 212,000 56,427,986 0

131,361,000 74,721,014 212,000 212,000 56,427,986 0合　　　　計

翌　年　度
繰　越　額

年度末まで施工していた汚水幹線等管
渠工事に伴う電力及び通信の架線防護
カバーの撤去が年度内に終わらなかっ
たため。

１資本的支出 １建設改良費
支障物件移設
補償費

令和４年度岩倉市公共下水道事業会計予算繰越計算書

翌 年 度 繰 越
額 に 係 る
繰越を要する
たな卸資産の
購 入 限 度 額

損 益 勘 定
留 保 資 金

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

左の財源内訳


